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６東彼杵町告示第１１号 

 

 

 

重点道の駅彼杵の荘農水産物等加工施設整備事業費補助金交付要綱をここに

告示する。 

 

 

 

令和 ６ 年 １ 月１７日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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重点道の駅彼杵の荘農水産物等加工施設整備事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、重点道の駅彼杵の荘（以下「道の駅」という。）を運営

する株式会社彼杵の荘（以下「彼杵の荘」という。）が、町有普通財産（彼杵

宿郷字古金谷道上４６５番１）の一部の土地（以下「賃借地」という。）を賃

借して整備する農水産物等加工施設（以下「加工施設」という。）の整備に要

する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金交付の目的） 

第２条 加工施設及び農水産物等加工機器等（以下「加工機器等」という。）

の整備をすることにより、地域で生産される農水産物等の付加価値を高める加

工技術の習得研究と販売促進及び道の駅出品者の加工施設活用による、地域産

業の振興及び町の魅力度の一層の向上を目指すことを目的とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、彼杵の荘が整備する加工施設の新築及び加工機器等

の導入に要する経費について補助するものとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、その年度の予算額又は前条に定める補助対象経費に０．

７を乗じて得た額（千円未満の金額は切り捨てる）のいずれか低い額を交付す

るものとする。 

（交付の条件） 

第５条 道の駅の運営を当該賃借地の賃借期間内に終了したときは、当該加工

施設及び当該加工機器等を町へ贈与することを補助金交付の条件とする。 

（補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付申請、交付決定、実績報告等この要綱に定めのない事項

については、東彼杵町補助金等交付規則（平成１６年規則第２２号）の定める

ところによる。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 


